
契
約
検
査
課
1
66
◆

1
1
7
8

小
規
模
修
繕
契
約
希
望
者
登
録

の
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

平
成
21
・
22
年
度
に
、
市
が
発

注
す
る
修
繕
の
契
約
の
う
ち「
少

額
で
内
容
が
軽
易
な
契
約
」を
希

望
す
る
方
は
、
小
規
模
修
繕
契
約

希
望
者
登
録
申
請
書
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
現
在
登
録
を

し
て
い
る
方
も
、
有
効
期
限
が
3

月
31
日
ま
で
で
す
。
引
続
き
登
録

を
希
望
す
る
方
は
、
改
め
て
申
請

書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

定
時
の
受
付　
3
月
2
日
㈪
〜
31

日
㈫（
た
だ
し
、
市
役
所
開
庁

時
に
限
る
）

有
効
期
間　
4
月
1
日
〜
平
成
23

年
3
月
31
日

随
時
の
受
付　
4
月
1
日
㈬
か
ら

随
時（
た
だ
し
、
市
役
所
開
庁

時
に
限
る
）

有
効
期
間　
受
付
の
翌
日（
休
日

の
場
合
は
休
日
後
の
最
初
の
平

日
）〜
平
成
23
年
3
月
31
日

受
付
場
所　
市
役
所
契
約
検
査
課

（
本
館
3
階
）

提
出
書
類　
市
指
定
様
式（
契
約

検
査
課
に
あ
り
ま
す
。ま
た
は
、

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。）

※
詳
し
く
は
契
約
検
査
課
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

下
水
道
課
1
66
◆

1
1
4
0

公
共
下
水
道
供
用
開
始

区
域
の
縦
覧
を
し
ま
す

次
の
区
域
は
、
3
月
31
日
か
ら

下
水
道
が
利
用
で
き
ま
す
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、
関
係
図
書

の
縦
覧
が
で
き
ま
す
。

【
単
独
公
共
下
水
道
】

形
原
町
東
御
屋
敷
の
一
部

【
流
域
関
連
公
共
下
水
道
】

大
塚
町
伊
賀
久
保
・
岸
脇
・
星

越
・
山
ノ
沢
、
海
陽
町
二
丁
目

の
各
一
部

縦
覧
期
間　
3
月
17
日
㈫
〜
31
日

㈫午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

縦
覧
場
所　
下
水
道
課（
市
役
所

本
館
2
階
）

児
童
課
1
66
◆

1
1
0
7

認
可
外
保
育
施
設
に
入
所
し
て
い

る
第
3
子
以
降（
3
歳
未
満
児
）

の
保
育
料
を
補
助
し
ま
す

就
労
と
育
児
の
両
立
支
援
を
図

る
た
め
、
認
可
外
保
育
施
設
に
入

所
し
て
い
る
第
3
子
以
降
の
3
歳

未
満
児
の
保
育
料
を
補
助
し
ま

す
。

対
象
施
設　
お
ひ
さ
ま
キ
ッ
ズ
、

光
の
園
、
そ
の
他
事
業
所
内
託

児
施
設
な
ど

対　
象　
次
の
す
べ
て
に
該
当
し

て
い
る
保
護
者

①
18
歳
未
満
の
児
童
を
3
人
以
上

養
育
し
て
い
る
。

②
第
3
子
以
降
の
3
歳
未
満
児
を

施
設
に
入
所
さ
せ
て
い
る
。

③
就
労
し
て
い
る
な
ど
、
市
の
保

育
園
の
入
所
基
準
を
満
た
し
て

い
る
。

補
助
金
額　
保
護
者
が
対
象
施
設

に
支
払
っ
た
保
育
料（
た
だ
し
、

月
額
5
万
3
千
円
以
内
）

※
詳
し
く
は
、
児
童
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

税
務
収
納
課
1
66
◆

1
1
1
4

土
地
・
家
屋
価
格
等

縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

縦
覧
の
日
時　
4
月
1
日
㈬
〜
6

月
1
日
㈪　

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

縦
覧
の
場
所　
税
務
収
納
課（
市

役
所
本
館
1
階
）

縦
覧
で
き
る
人

〇
土
地
・
家
屋
の
固
定
資
産
税
納

税
者
お
よ
び
同
居
の
親
族

〇
納
税
管
理
人

〇
代
理
人（
委
任
状
が
必
要
。
法

人
の
場
合
は
、
代
表
者
印
を
押

印
し
て
く
だ
さ
い
。）　　

縦
覧
に
必
要
な
も
の　
本
人
確
認

で
き
る
も
の（
運
転
免
許
証
、

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
、
パ
ス

ポ
ー
ト
な
ど
公
的
機
関
が
発
行

し
た
写
真
付
き
身
分
証
明
書
）

消
防
本
部
予
防
課
1
68
◆

0
9
3
7

3
月
1
日
〜
7
日
は

春
の
火
災
予
防
運
動

火
災
は
ち
ょ
っ
と
し
た
気
の
ゆ

る
み
、不
注
意
か
ら
発
生
し
ま
す
。

火
の
取
り
扱
い
に
は
十
分
注
意

を
し
、
火
災
の
発
生
を
未
然
に
防

ぎ
ま
し
ょ
う
。

「
火
の
し
ま
つ　

君
が
し
な
く
て

誰
が
す
る
」

〈
屋
外
で
の
火
災
予
防
対
策
〉

・
枯
れ
草
な
ど
の
あ
る
火
災
が
起

こ
り
や
す
い
場
所
で
は
、
た
き

火
を
し
な
い
。

・
た
き
火
な
ど
の
実
施
中
に
は
、

そ
の
場
を
離
れ
ず
、
使
用
後
は

完
全
に
消
火
す
る
。

・
強
風
時
や
乾
燥
時
に
は
、
た
き

火
を
し
な
い
。

・
タ
バ
コ
は
指
定
さ
れ
た
場
所
で

喫
煙
し
、
吸
い
が
ら
は
必
ず
消

す
。

・
火
遊
び
、
タ
バ
コ
の
投
げ
捨
て

は
絶
対
に
し
な
い
。

〈
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
〉

平
成
20
年
6
月
1
日
か
ら
す
べ

て
の
住
宅
に
火
災
警
報
器
の
設
置

が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。
ま
だ
、

取
り
付
け
て
い
な
い
方
は
早
め
に

取
り
付
け
ま
し
ょ
う
。

不
明
な
点
は
、
消
防
本
部
予
防

課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

教
育
委
員
会
庶
務
課
1
66
◆

1
1
6
6

「
就
学
援
助
制
度
」を

ご
存
じ
で
す
か

経
済
的
な
理
由
か
ら
、
子
ど
も

を
小
・
中
学
校
に
通
学
さ
せ
る
こ

と
が
困
難
な
家
庭
に
対
し
、
学
用

品
費
、
給
食
費
、
修
学
旅
行
費
な

ど
を
補
助
し
ま
す
。

詳
し
く
は
、
各
学
校
ま
た
は
教

育
委
員
会
庶
務
課
へ
。
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